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１．委員会の構成 

 

委 員 長  樋 口 龍 馬  

副委員長  早 川 新 平 

委  員  荒 木 美 幸   石 川 善 己   伊 藤 嗣 也 

  伊 藤 昌 志   井 上  進   太 田 紀 子    

      小 川 政 人   荻 須 智 之   小 田 あ け み 

  加 納 康 樹   川 村 幸 康   後 藤 純 子 

      小 林 博 次   笹 井 絹 予   笹 岡 秀 太 郎 

            竹 野 兼 主      谷 口 周 司   土 井 数 馬 

   豊 田 祥 司      豊 田 政 典   中 川 雅 晶 

      中 村 久 雄      日 置 記 平   樋 口 博 己 

   平 野 貴 之      三 木  隆     村 山 繁 生 

         森  智 子   森  康 哲   森 川  慎 

 山 口 智 也 
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２．委員会開催状況 

 

-2-



予 算 常 任 委 員 会 事 項 書 

令和元年５月16日(木) 

                                                                 全員協議会室 

 

１．委員長の互選について  

 

 

 

 

２．副委員長の互選について  

 

 

 

 

３．分科会の設置について  

 

 

 

 

４．理事会の設置について  
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予 算 常 任 委 員 会 事 項 書 

 

令和元年６月３日(月) 

                                                                 全員協議会室 

 

１．理事の選任について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※配付資料 … 事項書、資料 

＜会議用システム内のフォルダ＞ 02_休会中(５～６月)－04_予算常任委員会－01_令和元年６月３日 
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予 算 常 任 委 員 会  審 査 順 序 

令和元年６月28日（金） 

                                10:00～ 全員協議会室 

１．分科会長報告・質疑 

（１）総務分科会長報告・報告に対する質疑 

（２）教育民生分科会長報告・報告に対する質疑 

（３）産業生活分科会長報告・報告に対する質疑 

 

２．全体会審査で取り扱う事項の追加提案 

 

３．全体会審査 

〔審査項目〕 

※各分科会から上げられた項目はなし 

 

４．討論・採決 

 ○議案第４号 令和元年度四日市市一般会計補正予算（第３号） 

 

５．その他 

 

※配付資料 … 審査順序、資料 

＜会議用システム内のフォルダ＞  

03_６月定例月議会 － 02_予算常任委員会 
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※配付資料 … 審査順序、資料 

＜会議用システム内のフォルダ＞ 04_休会中（７～８月）－02_予算常任委員会－01_令和元年８月７日 

 

 
予 算 常 任 委 員 会  事 項 書 

 

令和元年８月７日(水) 

                                                                 全員協議会室 

 

１．附帯決議に係る対応状況について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．その他 

-6-



 
※配付資料 … 審査順序、資料 

＜会議用システム内のフォルダ＞ 04_休会中（７～８月）－02_予算常任委員会－02_令和元年８月21日 

 

 
予 算 常 任 委 員 会  事 項 書 

 

令和元年８月21日(水) 

                                                                 全員協議会室 

 

１．附帯決議に係る対応状況について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．その他 
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予 算 常 任 委 員 会  審 査 順 序 

令和元年９月30日（月） 

                                 10:00～ 全員協議会室 

１．分科会長報告・質疑 

（１）総務分科会長報告・報告に対する質疑 

（２）教育民生分科会長報告・報告に対する質疑 

（３）産業生活分科会長報告・報告に対する質疑 

（４）都市・環境分科会長報告・報告に対する質疑 

 

２．全体会審査で取り扱う事項の追加提案 

 

３．全体会審査 

〔審査項目〕 

（１）認定こども園整備事業費について 〔教育民生分科会〕 

 

４．討論・採決 

 ○議案第23号 令和元年度四日市市一般会計補正予算（第４号） 

 

５．その他 

※配付資料 … 審査順序、資料 

＜会議用システム内のフォルダ＞ 05_８月定例月議会 － 02_予算常任委員会 
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予 算 常 任 委 員 会  審 査 順 序 

令和元年10月４日（金） 

                                     全員協議会室 

１．分科会長報告・質疑 

（１）総務分科会長報告・報告に対する質疑 

（２）産業生活分科会長報告・報告に対する質疑 

（３）都市・環境分科会長報告・報告に対する質疑 

 

２．全体会審査で取り扱う事項の追加提案 

 

３．全体会審査 

 

４．討論・採決 

 ○議案第47号 令和元年度四日市市一般会計補正予算（第５号） 

 

５．その他 

※配付資料 … 審査順序、資料 

＜会議用システム内のフォルダ＞ 05_８月定例月議会 － 02_予算常任委員会 
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予 算 常 任 委 員 会  審 査 順 序 

令和元年12月13日（金） 

                                 10:00～ 全員協議会室 

１．分科会長報告・質疑 

（１）総務分科会長報告・報告に対する質疑 

（２）教育民生分科会長報告・報告に対する質疑 

（３）産業生活分科会長報告・報告に対する質疑 

（４）都市・環境分科会長報告・報告に対する質疑 

 

２．全体会審査で取り扱う事項の追加提案 

 

３．全体会審査 

〔審査項目〕 

※各分科会から上げられた項目はなし 

 

４．討論・採決 

○議案第54号 令和元年度四日市市一般会計補正予算（第６号） 

○議案第55号 令和元年度四日市市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

○議案第56号 令和元年度四日市市食肉センター食肉市場特別会計補正予算（第１号） 

○議案第57号 令和元年度四日市市土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 

○議案第58号 令和元年度四日市市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

○議案第59号 令和元年度四日市市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

○議案第60号 令和元年度四日市市水道事業会計第１回補正予算 

○議案第61号 令和元年度市立四日市病院事業会計第１回補正予算 

○議案第62号 令和元年度四日市市下水道事業会計第２回補正予算 

 

５．令和元年度一般会計予算に対する附帯決議について 

（１）農業センター再整備事業費について 

（２）認定こども園整備事業費（神前地区関係部分）について（経過報告） 

 

６．所管事務調査 

（１）政策サイクル＜決算審査と予算審査の連動について＞ 

 

７．その他 

※配付資料 … 審査順序、資料 

＜会議用システム内のフォルダ＞ 07_11月定例月議会 － 02_予算常任委員会 
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※配付資料 … 事項書、資料 

＜会議用システム内のフォルダ＞ 08_休会中（12月～２月）－02_予算常任委員会－01_令和２年１月27日 

 

 
予 算 常 任 委 員 会  事 項 書 

 

令和２年１月27日(月) 

                                                                 全員協議会室 

 

１．附帯決議に係る対応状況について  

【認定こども園整備事業費（神前地区関係部分）】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．その他 
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予 算 常 任 委 員 会  審 査 順 序【差替後】 

令和２年３月12日（木） 

                                 10:00～ 全員協議会室 

１．分科会長報告 

（１）総務分科会長報告 

（２）教育民生分科会長報告 

（３）産業生活分科会長報告 

（４）都市・環境分科会長報告 

 

２．分科会長報告に対する質疑 

（１）総務分科会長報告に対する質疑 

（２）教育民生分科会長報告に対する質疑 

（３）産業生活分科会長報告に対する質疑 

（４）都市・環境分科会長報告に対する質疑 

 

３．全体会審査で取り扱う事項の追加提案 

 

４．全体会審査 

〔審査項目〕 

（１） 文化財関連事業について 

（２） 使用済み紙おむつ回収事業について 

（３） 認定こども園整備事業費（神前地区関係部分）について 

 

５．討論・採決 

○議案第82号 令和２年度四日市市一般会計予算 

○議案第83号 令和２年度四日市市競輪事業特別会計予算 

○議案第84号 令和２年度四日市市国民健康保険特別会計予算 

○議案第85号 令和２年度四日市市食肉センター食肉市場特別会計予算 

○議案第86号 令和２年度四日市市土地区画整理事業特別会計予算 

○議案第87号 令和２年度四日市市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

○議案第88号 令和２年度四日市市農業集落排水事業特別会計予算 

○議案第89号 令和２年度四日市市介護保険特別会計予算 

○議案第90号 令和２年度四日市市後期高齢者医療特別会計予算 

○議案第91号 令和２年度四日市市水道事業会計予算 

○議案第92号 令和２年度市立四日市病院事業会計予算 

○議案第93号 令和２年度四日市市下水道事業会計予算 

※配付資料 … 審査順序、資料 

＜会議用システム内のフォルダ＞ 10_２月定例月議会 － 02_予算常任委員会 
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○議案第94号 令和２年度四日市市桜財産区予算 

○議案第125号 令和元年度四日市市一般会計補正予算（第７号） 

○議案第126号 令和元年度四日市市競輪事業特別会計補正予算（第１号） 

○議案第127号 令和元年度四日市市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

○議案第128号 令和元年度四日市市食肉センター食肉市場特別会計補正予算（第２号） 

○議案第129号 令和元年度四日市市土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号） 

○議案第130号 令和元年度四日市市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

○議案第131号 令和元年度四日市市下水道事業会計第３回補正予算 

○議案第132号 令和２年度四日市市一般会計補正予算（第１号） 

○議案第133号 令和２年度四日市市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 

６．提言事項の検証・整理について 

 

７．その他 

（１）令和元年定例会予算常任委員会年間白書について 
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予 算 常 任 委 員 会  審 査 順 序（その２） 

令和２年３月16日（月） 

                                 10:00～ 全員協議会室 

４．全体会審査 

〔審査項目〕 

（３）認定こども園整備事業費（神前地区関係部分）について 

（４）保育士等人材確保事業について 

 

５．討論・採決 

○議案第 82号 令和２年度四日市市一般会計予算 

○議案第 83号 令和２年度四日市市競輪事業特別会計予算 

○議案第 84号 令和２年度四日市市国民健康保険特別会計予算 

○議案第 85号 令和２年度四日市市食肉センター食肉市場特別会計予算 

○議案第 86号 令和２年度四日市市土地区画整理事業特別会計予算 

○議案第 87号 令和２年度四日市市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

○議案第 88号 令和２年度四日市市農業集落排水事業特別会計予算 

○議案第 89号 令和２年度四日市市介護保険特別会計予算 

○議案第 90号 令和２年度四日市市後期高齢者医療特別会計予算 

○議案第 91号 令和２年度四日市市水道事業会計予算 

○議案第 92号 令和２年度市立四日市病院事業会計予算 

○議案第 93号 令和２年度四日市市下水道事業会計予算 

○議案第 94号 令和２年度四日市市桜財産区予算 

○議案第125号 令和元年度四日市市一般会計補正予算（第７号） 

○議案第126号 令和元年度四日市市競輪事業特別会計補正予算（第１号） 

○議案第127号 令和元年度四日市市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

○議案第128号 令和元年度四日市市食肉センター食肉市場特別会計補正予算（第２号） 

○議案第129号 令和元年度四日市市土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号） 

○議案第130号 令和元年度四日市市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

○議案第131号 令和元年度四日市市下水道事業会計第３回補正予算 

○議案第132号 令和２年度四日市市一般会計補正予算（第１号） 

○議案第133号 令和２年度四日市市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 

 

６．新型コロナウイルス感染症に係る対応について（報告） 

 

 

７．提言事項の検証・整理について 

 

 

８．その他 

（１）令和元年定例会予算常任委員会年間白書について 

 

 

※配付資料 … 審査順序、資料 

＜会議用システム内のフォルダ＞ 10_２月定例月議会 － 02_予算常任委員会 
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予 算 常 任 委 員 会  審 査 順 序（その３） 

令和２年３月17日（火） 

                                 10:00～ 全員協議会室 

 

５．討論・採決 

○議案第 82号 令和２年度四日市市一般会計予算 

○議案第 83号 令和２年度四日市市競輪事業特別会計予算 

○議案第 84号 令和２年度四日市市国民健康保険特別会計予算 

○議案第 85号 令和２年度四日市市食肉センター食肉市場特別会計予算 

○議案第 86号 令和２年度四日市市土地区画整理事業特別会計予算 

○議案第 87号 令和２年度四日市市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

○議案第 88号 令和２年度四日市市農業集落排水事業特別会計予算 

○議案第 89号 令和２年度四日市市介護保険特別会計予算 

○議案第 90号 令和２年度四日市市後期高齢者医療特別会計予算 

○議案第 91号 令和２年度四日市市水道事業会計予算 

○議案第 92号 令和２年度市立四日市病院事業会計予算 

○議案第 93号 令和２年度四日市市下水道事業会計予算 

○議案第 94号 令和２年度四日市市桜財産区予算 

○議案第125号 令和元年度四日市市一般会計補正予算（第７号） 

○議案第126号 令和元年度四日市市競輪事業特別会計補正予算（第１号） 

○議案第127号 令和元年度四日市市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

○議案第128号 令和元年度四日市市食肉センター食肉市場特別会計補正予算（第２号） 

○議案第129号 令和元年度四日市市土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号） 

○議案第130号 令和元年度四日市市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

○議案第131号 令和元年度四日市市下水道事業会計第３回補正予算 

○議案第132号 令和２年度四日市市一般会計補正予算（第１号） 

○議案第133号 令和２年度四日市市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 

 

 

７．提言事項の検証・整理について 

 

 

 

８．その他 

（１）令和元年定例会予算常任委員会年間白書について 

 

 

※配付資料 … 審査順序、資料 

＜会議用システム内のフォルダ＞ 10_２月定例月議会 － 02_予算常任委員会 
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３．委員長報告 
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予算常任委員会委員長報告（令和元年６月定例月議会）  

 

予算常任委員会に付託されました関係議案につきまして、当

委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。  

審査に当たりましては、まず、総務、教育民生、産業生活の

３分科会において、おのおのの所管に属する事項について詳細

な審査を行いました。  

続いて、全体会においては、まず、各分科会における審査の

経過と結果についての分科会長報告があり、それに対する質疑

が行われました。  

 この中で、各分科会長からは、それぞれの所管部分について、

いずれも別段異議なく原案のとおり可決すべきものと決したと

の報告があり、各分科会から全体会審査に送るべきものとされ

た事項はありませんでした。  

また、全体会において、委員から追加提案された事項もあり

ませんでした。  

以上の経過により、当委員会に付託されました、議案第４号  

令和元年度四日市市一般会計補正予算第３号については、別段

異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第でありま

す。  

これをもちまして、予算常任委員会の審査報告といたします。 
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予算常任委員会委員長報告（令和元年８月定例月議会）  

 

予算常任委員会に付託されました関係議案につきまして、当

委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。  

審査に当たりましては、まず、総務、教育民生、産業生活、

都市・環境の４分科会において、おのおのの所管に属する事項

について詳細な審査を行いました。  

続いて、全体会においては、まず、各分科会における審査の

経過と結果についての分科会長報告があり、それに対する質疑

が行われました。  

次に、全体会審査においては、教育民生分科会から申し送ら

れた、認定こども園整備事業費について審査を行いました。  

本件について教育民生分科会長からは、分科会審査において、

一部委員から、行政が主体的な責任を持って地域合意を得てい

くべきであり、議案を提案する上での地域合意の取り方に問題

があるのではないかなどの意見があり、全体会審査に送ること

について採決した結果、賛成多数により、附帯決議を付すべき

ものとして全体会審査に送るべきものと決したとの報告があり

ました。  

それでは、全体会審査を行った認定こども園整備事業費につ

いて、ご報告申し上げます。  

全体会において、委員からは、楠地区認定こども園配置計画

図（案）の２階増築部分について外廊下を内廊下に変更するこ

とを求める意見が地域から上がっているが、設計を変更するこ

とはできないのかとの質疑があり、理事者からは、既存施設が

外廊下の構造になっているため、現段階において設計を見直す

場合は、建築基準法により、改めて建物全体の構造計算が必要
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となるため、設計変更は不可能であるとの答弁がありました。  

また委員からは、今後、市内の公立園を整備するに当たり、

外廊下と内廊下のどちらを採用するのかについて一定の基準は

あるのかとの質疑があり、理事者からは、改築の場合は既存施

設の形態に合わせて、また、新築の場合については、その時の

状況を踏まえて判断していくこととなるとの答弁がありました。 

これを受けて委員からは、判断基準が必要と考えるため、今

後に向け、あらかじめ定めておくべきであるとの意見がありま

した。  

また、他の委員からは、楠地区幼保一体こども園検討委員会

――以下、「検討委員会」という――でさまざまな意見があり、

検討委員会での議論において反映されなかった要望が議会へ寄

せられていると考えるが、令和３年４月の開園に間に合うこと

が地域の最大の願いであると判断されることから、事業におく

れが生じないように事業を進めるべきであるとの意見がありま

した。  

また委員からは、本件を含め、これまで認定こども園整備に

係る事業を進める中で、検討委員会の結論と異なる意見が地元

から議会へ寄せられることが繰り返されていることについてど

のように考えているのかとの質疑があり、理事者からは、地域

の中でも必ずしも全てにおいて意見が一致するとは考えていな

いため、理解が得られるよう今後も説明していきたいとの答弁

がありました。  

これを受けて委員からは、現在の行政の手法では吸い上げき

れない地元の意見もあると判断されることから、検討委員会で

の合意をもって地元合意とすることについては意思決定のプロ

セスとして適切ではないと考える。このような方法を今後も続

けていくと混乱をまねく事態も出てくると思われるため、意思
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決定の方法を見直すべきであるとの意見がありました。  

関連して他の委員からは、検討委員会が意思決定をしている

かのような現在の手法では、要望が実現できなかった際の責任

を検討委員会が負わされるような形になってしまうことや、地

元による意思決定が前面に出される形で議案が提案されてしま

うと議会における議論の幅が狭まってしまうおそれもあること

から、行政が主体的な責任を持って地域合意を得ていくよう意

思決定のあり方について見直すとともに事業を進めるに当たり、

今後も事業に対する地域の意見を議会へ報告することを強く求

めるとの意見がありました。  

 

全体会審査を行った事項についての報告は、以上であります。 

以上の経過により、当委員会に付託されました、議案第 23

号  令和元年度四日市市一般会計補正予算第４号については、

別段異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第であ

ります。  

これをもちまして、予算常任委員会の審査報告といたします。 
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予算常任委員会委員長報告（令和元年 11月定例月議会）  

 

予算常任委員会に付託されました議案第 54号令和元年度四日

市市一般会計補正予算第６号、ないし、議案第 62号令和元年度

四日市市下水道事業会計第２回補正予算につきまして、当委員

会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。  

審査に当たりましては、まず、総務、教育民生、産業生活、

都市・環境の分科会において、おのおのの所管に属する事項に

ついて詳細な審査が行われました。  

続いて、全体会においては、まず、各分科会における審査の

経過と結果についての分科会長報告があり、それに対する質疑

が行われました。  

この中で、総務分科会長報告において、総合防災拠点整備事

業費（地盤改良）に係る委員からの意見に関し、当該委員より

一部事実確認がなされていない内容に基づく発言があったこと

から該当部分について取り消しをしたいとの申し出を受け、分

科会における確認を経て、分科会長報告が一部修正となりまし

たことを申し添えます。  

次に、全体会審査においては、全体会において委員から追加

提案のあった、市制施行 123周年記念市民企画イベント補助事業

費（債務負担行為）について審査を行いました。  

 本件については、市制施行 120 周年記念事業が実施された中

において、さらに 123 周年記念市民企画イベントを実施する必

要性、その根拠などについて、全体会の場で確認すべきである

との提案があったため、全体会審査を行うことといたしました。 

まず、委員からは、周年記念事業は本来 10 年周期で実施され

るべきであると考えるが、市制施行 120 周年記念事業を実施し、
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さらに 123 周年記念市民企画イベントを実施する理由を確認し

たいとの質疑があり、理事者からは、市制施行 123 周年に当た

る令和２年に東京オリンピック・パラリンピックが、翌年に三

重とこわか国体・三重とこわか大会がそれぞれ開催され、国内・

県内からの来街者増が期待できることから、これを絶好のシテ

ィプロモーションの機会であると捉え、市民企画のイベントを

通じて本市のＰＲをしていきたい。また、市民がイベントに参

加することにより、三重とこわか国体・三重とこわか大会に向

けて「おもてなし」の機運を醸成することにもつながるものと

考えているとの答弁がありました。  

これを受けて委員からは、小規模イベントに対する補助を広

く薄く行うような方法では、効果は薄いと思われるとの意見が

ありました。  

また他の委員からは、市制施行 123 周年記念事業に係る補助

事業を実施するのであれば、東京オリンピック・パラリンピッ

クや三重とこわか国体・三重とこわか大会に向け、各スポーツ

団体等に対する支援についても検討すべきであるとの意見があ

りました。  

また委員からは、今回の市制施行 123 周年記念市民企画イベ

ント補助事業費（債務負担行為）についてこれまで実施してき

た周年記念事業より、予算の提案時期を早めた理由を確認した

いとの質疑があり、理事者からは、補助制度を活用する市民が

年度当初の４月にイベント開催を計画する場合にも利用しやす

い制度とするため、今年度中から対象事業の募集や審査、交付

決定ができるよう、今定例月議会に債務負担行為の補正予算を

提案したものであるとの答弁がありました。  

また他の委員からは、過去に実施した周年記念事業における

シティプロモーション効果の検証や総括は行っているのかとの
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質疑があり、理事者からは、市制施行 111 周年記念事業終了後

に各団体の代表者によるシンポジウムを開催しており、また、

市制施行 120 周年記念事業の際は、補助対象事業のイベント等

に約 7 万 7,000 人が参加しており、交流人口増加につながった

と考えているとの答弁がありました。  

また他の委員からは、市制施行 110 周年の際には、統一地方

選挙と時期が重ならない翌年の 111 周年に当たる年に記念事業

が実施された経緯があるが、今回はなぜ市長選挙の時期と重な

る 123 周年の年を選んで周年記念事業を実施するのかとの質疑

があり、理事者からは、来年度、市制施行 123 周年記念事業と

市長選挙が重なることについては特に意識はしておらず、１、

２、３の数字が並ぶ年に事業を実施しようとするものであると

の答弁がありました。  

これを受けて他の委員からは、市長選挙が実施される同じ年

に周年記念事業として市民に向けた補助事業を行うことについ

ては、選挙活動として受け取られないよう充分に留意すべきで

あるとの意見がありました。  

また他の委員からは、今後の周年記念事業の実施周期につい

てどのように考えているのかとの質疑があり、理事者からは、

時期を見て判断していくこととなるとの答弁がありました。  

これを受けて委員からは、コンセプトが明確でない周年記念

事業を語呂合わせなどで実施すべきものではないと考えるため、

慎重に実施時期を検討していくべきであるとの意見がありまし

た。  

討論については、議案第 54 号  令和元年度四日市市一般会計

補正予算第６号のうち、市制施行 123 周年記念市民企画イベン

ト補助事業費（債務負担行為）について、来年度、市長選挙が

実施される時期に、あえて補助事業を行うことについては自粛
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すべきであると考えることから反対するとの意見表明がありま

した。  

以上の経過により、当委員会に付託されました議案につきま

しては、議案第 54 号  令和元年度四日市市一般会計補正予算第

６号については賛成多数により、議案第 55 号  令和元年度四日

市市国民健康保険特別会計補正予算第２号ないし議案第 62 号  

令和元年度四日市市下水道事業会計第２回補正予算については

別段異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第であ

ります。  

これをもちまして予算常任委員会の審査報告といたします。  
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予算常任委員会委員長報告（令和２年２月定例月議会）  

 

予算常任委員会に付託されました関係議案につきまして、

当委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。  

審査に当たりましては、まず、総務、教育民生、産業生活、

都市・環境の４分科会において、各々の所管に属する事項に

ついて詳細な審査を行いました。  

続いて、全体会においては、まず、各分科会長からの審査

報告及び報告に対する質疑が行われました。  

次に、全体会審査においては、各分科会から申し送られた

３項目に加え、全体会において追加提案があった１項目につ

いて審査を行うこととしたため、審査項目は合計４項目とな

りました。  

それでは、全体会審査を行った各項目についてご報告申し

上げます。  

 

１項目めは、文化財関連事業についてであります。  

本件について、総務分科会長からは、分科会において、複

数の部署にまたがる文化財関連事業を見直し、よりわかりや

すく、使いやすいリニューアルを検討すべきとの提言に対し

て、提言シートには各課個別での対応状況が記載されており、

提言に対する反映状況を正確に記したものとは言えず、内容

も複数の分科会に係る事項であることから全体会において審

査すべきとの意見があり、これを諮ったところ、全会一致に

より、全体会に送ることと決したとの報告がありました。  

全体会審査において、まず委員からは、文化財イベントに

対する補助金について、大四日市まつりについては 2500万円

程の補助額となっているのに対し、同じく山車等の文化財を
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活 用 す る イ ベ ン ト で あ り な が ら 秋 の 文 化 財 行 列 の 補 助 金 は

120万円 と少額に とどまっ てい る理由を 確認 したいと の質疑

があり、理事者からは、秋の文化財行列については、四日市

市商店街活性化イベント事業補助金交付要綱に基づき補助対

象経費の２分の１以内の額を補助しているものであるとの答

弁がありました。  

これを受けて委員からは、同じ文化財を活用するものに対

し、補助額に大きな差異があるのは疑問であり、補助金の出

し方等について見直しが必要ではないかとの意見がありまし

た。  

また他の委員からは、両者の補助額に大きな差異があるが、

事業の実施内容を確認する中で、補助額の積算根拠について

精査が必要であるとの意見がありました。  

また他の委員からは、文化財関連事業の見直しに関する提

言に対する取り組み状況については、関係する３部局（シテ

ィプロモーション部、教育委員会、市民文化部） から個々に

報告されているため、わかりづらいとの意見があり、理事者

からは、同提言への報告内容を整理して１つに集約したいと

の答弁がありました。  

また委員からは、複数の部署にまたがる文化財関連事業を

見直し、市民にとって、よりわかりやすく、使いやすいよう

にリニューアルを検討すべきという提言に対する取組経過に

ついて質疑があり、理事者からは、制度上の制約等があり、

直ちに事業等に着手することは難しいが、関係部署において

補助制度の見直しや窓口の一本化等について情報共有・意見

交換の場を設ける中で取り組みに着手しており、３部局で協

力して庁内調整を図った後、令和２年度中には方向性を示し

たいとの答弁がありました。  
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２項目めは、使用済み紙おむつ回収事業についてでありま

す。  

本件については、教育民生分科会長から、分科会において

委員から、当事業については保護者のニーズを的確に捉えた

上での予算執行を求める趣旨の附帯決議を付すべきものとし

て全体会において審査すべきとの意見があり、これを諮った

ところ、賛成多数により、全体会に送ることと決したとの報

告がありました。  

なお分科会長から、分科会審査においては、討論・採決の

前に附帯決議の趣旨について確認を行った旨の補足説明があ

りました。  

全体会審査において、まず委員からは、教育民生分科会の

予算審査中に急遽、おむつ回収に係るアンケート調査を実施

した経緯について確認したいとの質疑があり、理事者からは、

本事業を提案するに当たり、当市議会での一般質問、各地区

における市長のタウンミーティング、子ども・子育て会議等

での意見により、ニーズの把握は充足していると判断してい

たが、分科会で委員からの意見を踏まえ、保護者へのアンケ

ート調査が必要であるとの判断に至ったとの答弁がありまし

た。  

これを受けて委員からは、市民意見を十分に調査した上で

行政として自信をもって事業を提案すべきであり、今回のア

ンケートの内容や実施するタイミングに疑問を感じるため、

このような手法は改めるべきであるとの意見がありました。  

また委員からは、本事業を実施することによる保育士の負

担や衛生面への影響について確認する質疑があり、理事者か

らは、使用済み紙おむつを持ち帰る場合と比較すると、保育
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士の作業が簡略化されるため、負担軽減につながり、衛生上

の観点からも望ましいと考えているとの答弁がありました。  

また他の委員からは、保育所から排出される紙おむつ収集

運搬処理費の見積額については、年間約 4000万円と高額にな

っており、妥当性に疑問があるため、積算根拠を確認したい

との質疑があり、理事者からは、一般廃棄物収集運搬業者２

者からの書面または口頭での聞き取りにより事業金額を調査

の上、予算として計上しているとの答弁がありました。  

これを受けて委員からは、見積書に内訳等の記載がないた

め、委員会での予算審査に当たっては、積算根拠が充分に確

認できる資料を用意するべきとの意見がありました。  

また他の委員からは、おむつ回収に係るアンケートにおい

て使用済み紙おむつを回収しなくてよいとの意見が回収をし

てほしいとの意見を上回ったことについてどのように考えて

いるのかとの質疑があり、理事者からは、アンケート結果に

ついては重く受け止め、予算執行に当たっては、衛生面や費

用面を含めてしっかりと説明していく必要があると認識して

いるとの答弁がありました。  

 

３項目めは、認定こども園整備事業費（神前地区関係部分）

についてであります。  

本件については、教育民生分科会長から、分科会において

委員から、当事業については人権教育や同和教育に関する議

論もあったことから、全体会の場で議論を深めるべきである

との意見があり、分科会の総意により、採決を行わずに全体

会審査に送るべきものと決したとの報告がありました。  

全体会審査において、まず委員からは、６回にわたり開催

された神前地区幼保統合検討委員会（以下「検討委員会」と
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いう）において検討がなされてきたが、当初市からは地元に

対し、認定こども園を設置するに当たっては、既存園舎をそ

のまま活用するという説明がなされていたと認識している。

ところが、第３回から第５回の検討委員会において、行政が

出席しない中で施設の一体化が望ましいとの提言がまとめら

れ、それを受けて現在の施設整備案に変更されている。行政

は検討委員会での意思決定を基に事業を進めているが、当初

案から現在の案への変更に至るまでのプロセスが不透明であ

り、地元意見の把握や議会への情報提供が不十分であると判

断されるため、再検討が必要ではないかとの意見があり、理

事者からは、当初の施設整備案については、既存の園舎を活

用する考え方を示しているが、その時点においては方針が決

定されたものではなく、保護者、検討委員会の意見を踏まえ

検討していきたいとしていた。第３回以降の検討委員会にお

ける議論を経て、提言を受けた後、市として改めて検討した

結果、現在の施設整備案が望ましいと判断したとの答弁があ

りました。  

これ受けて他の委員からは、最終的に行政が事業を提案す

るにも関わらず、第３回から第５回の検討委員会に行政の出

席がなかったことについて、事業の進め方として課題がある

のではないかとの意見がありました。  

また委員からは、神前地区の幼稚園、保育園で現在行われ

ている人権・同和教育が認定こども園に移行後も 維持してい

くことができるのかとの質疑があり、理事者からは、人権・

同和教育は当然続けていくべきものであると考えている。現

在、神前幼稚園、神前保育園では人権教育推進教諭、人権保

育推進保育士を配置して合同で研修を実施しており、両園の

日々の教育、保育の中で意見交換をしている。認定こども園

-29-



 

   - 6 - 

に移行後も同様の人員体制は確保しており、人権・同和教育

については、これまでと比べて質を落とすことにはならない

との答弁がありました。  

これに対して他の委員からは、平成 12年に施行された人権

教育・啓発推進法や平成 16年の四日市市同和対策委員会答申

によって、四日市市においては、保育園では解放保育、幼稚

園では人権教育を実施するということが確認されていた。認

定こども園に移行して園舎が一体化となれば、行政がこれま

で実施してきた人権・同和教育の方針転換となるため、地域

に対してしっかり説明をすべきであるとの意見がありました。 

 

４項目めは、保育士等人材確保事業についてであります。  

本件については、全体会において委員から、当事業の目的

である質の高い就学前教育・保育を安定的に供給していくに

は、私立保育園のみならず私立幼稚園の処遇改善も必要であ

り、予算の増額修正や附帯決議を付すことも含めて慎重に審

査すべきであるとの提案があったため、全体会において議論

することとしました。  

全体会審査において、委員からは、委員会審査資料につい

て、理事者からは幼稚園教諭の年収に関する公立幼稚園と私

立幼稚園を比較した資料のみ提出されているが、今回の審査

の趣旨が私立保育園のみならず私立幼稚園の処遇改善の必要

性を議論するものである以上、保育士と幼稚園教諭それぞれ

の給与に係る公私の格差の把握が必要である。また、幼稚園

に関する資料についても、私立幼稚園４園のデータによるも

のとなっているが、すべての園のデータに基づく資料が提出

されて然るべきであるとの意見がありました。  

これを受けて理事者から、保育士の給与に関し、市内の全
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私立保育園のデータに基づく公私を比較した資料の提出があ

り、また、私立幼稚園における各園の給与に係るデータにつ

いては、許可権者が県であり市としては有していないことか

ら、子ども・子育て支援新制度に移行している４園のデータ

に基づく比較表を提出したものであるとの答弁がありました。 

他の委員からは、私立幼稚園教諭の給与に係る情報につい

ては補助金申請に際し県に提出されており、県を通じて取得

可能であると思われる。本件の審査において必要なものであ

る以上、提出を求めたいとの意見があり、理事者からは、県

に確認したところデータの取得は可能であったが、集計に時

間を要することから即時の資料提出は困難であるとの答弁が

ありました。  

また委員からは、分科会審査において、給与に関し、保育

園だけでなく幼稚園の公私間格差についても課題と認識して

いるとの答弁がなされているが、認識を改めて確認したいと

の質疑があり、理事者からは、公私の年収比較において差が

生じている年齢層もあることから、そのような答弁を行った

ものであるとの説明がありました。  

これを受けて委員からは、今年度においてはすべての就学

前児童のうち、３歳児から５歳児に関しては４割程度が私立

幼稚園に通っている現状がある。当事業が就学前教育・保育

の安定的な供給を目的とするのであれば、園児数の面から見

ても幼稚園の公私間格差の是正にも取り組むべきではないか

との質疑があり、理事者からは、質の高い就学前教育・保育

の提供といった観点においては、幼稚園と保育園を等しく捉

えているが、保育園においては保育士の確保が非常に厳しい

状況にあることから、当事業による私立保育園の処遇改善を

通じて保育の場を確保し、入所に繋げていきたいと考えてい
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るとの答弁がありました。  

これに対し委員からは、保育園の公私間格差是正を否定す

るものではなく積極的に実施すべきと考えるが、幼稚園にお

ける公私間の格差についても課題として認識しているのであ

れば、私立幼稚園の園児数が多いことにも目を向けて施策を

実施すべきであるとの意見がありました。  

また、他の委員からは、提出された資料を見る限り保育園

より、むしろ幼稚園のほうが給与の公私間格差が大きいと判

断されるが、認識を改めて問いたいとの質疑があり、理事者

からは、提示した資料のような差が生じていると認識してい

るとの答弁がありました。  

これを受けて委員からは、提出された資料においては、幼

稚園における給与の公私間格差が目立たないようにデータを

恣意的に選んで比較しているような印象がある。今回の事業

予算については、保育園、幼稚園における現状を精査するこ

となく提案されたものと捉えざるを得ないとの意見がありま

した。  

また他の委員からは、全体会審査の提案委員に対し、今回

は事業費予算の増額修正も含めて議論したいとの提案であっ

たが、幼稚園の給与に係る公私間格差の根拠となる数字を押

さえた上での議論が必要となるのではないかとの質疑があり、

提案委員からは、本件については予算の修正も視野に全体会

審査の提案を行ったものであるが、議論を通じて、短い時間

の中での修正案の作成は難しいと判断されることから、私立

幼稚園の現状をしっかりと把握した上での対応を求めるよう

な趣旨の附帯決議の提案について検討したいとの説明があり

ました。  

また委員からは、本件については所管委員会等において、
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時間をかけてしっかりと調査すべきものであると考えるとの

意見がありました。  

 

全体会審査を行った項目についての報告は以上であります。 

こうした議論を経て、委員からは、使用済み紙おむつ回収

事業について、「保護者のニーズを捉えた上で、四日市市の

施策として執行に当たることを求める趣旨の附帯決議案」、

認定こども園整備事業費（神前地区関係部分）について、「予

算執行において認定こども園整備にかかる地区住民、保護者

の共通認識を高め幼児教育を確保すること、及び、人権教育

の視点に基づき就学前教育・保育を継続的に推進することを

求める趣旨の附帯決議案」、保育士等人材確保事業について、

「幼稚園教諭処遇の公私間格差について具体的な課題研究を

行い議会に報告する事とともに、その是正に対し前向きに取

り組むことを求める趣旨の附帯決議案」が、それぞれ提出さ

れました。  

 

附帯決議案の提案に対する質疑において、使用済み紙おむ

つ回収事業に係る附帯決議案について、委員からは文案中、

事業の執行停止に係る文言が盛り込まれるに至った背景を確

認したいとの質疑があり、提案委員からは、所管分科会にお

ける当事業費の年間所要額について 4000万円程度となるが、

保護者のニーズによってはその経費について遊具等の改修や

施設整備に充てたほうがよりよいのではないかとの議論があ

ったことを踏まえてのものであるとの説明がありました。  

また委員からは、事業執行に係る保護者のニーズについて

どの程度必要と考えているかとの質疑があり、提案委員から

は所管分科会での議論を踏まえると、最低限、過半数以上の
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保護者からのニーズが必要と捉えているとの説明がありまし

た。  

また委員からは、当附帯決議案については所管分科会審査

において提出された保護者アンケートを踏まえたものと理解

しているが、同アンケートにおいては年間事業所要額が全面

に出ている印象がある。また、事業の目的には保護者の負担

軽減のみが記載されているが、衛生上の観点からの事業の必

要性の説明が不足していると感じる。アンケートの対象者に

は本年入園される児童の保護者をはじめ、将来的に保育園を

利用される方は含まれていないが、どのように捉えているの

かとの質疑があり、提案委員からは、予算案における当事業

の目的は保護者の負担軽減であり、今回行ったアンケートで

は保護者のニーズがそこまで高くなかったとの結果が出てい

ることから、それを受けて判断すべきものと考え ているとの

説明がありました。  

 

次に、こども園整備事業費（神前地区関係部分）に係る附

帯決議案について、委員からは、文案中の予算執行に係る内

容について確認したいとの質疑があり、提案委員 からは予算

執行にあたっては幼児教育がしっかり行われることを求める

ものであるとの説明がありました。  

また他の委員からは、地区住民、保護者の共通認識を高め

ることを求めるにあたり、その具体的内容を確認したいとの

質疑があり、提案委員からは、現在の幼稚園、保育園を認定

こども園として一体的に整備することについての共通認識で

あるとの説明がありました。  

 

次に、保育士等人材確保事業に係る附帯決議案について、
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委員からは、当事業は私立保育園に関する事業費予算であり、

ここで幼稚園の処遇改善に係る内容が提案されるのには違和

感がある。また、全体会審査においては、所管委員会等の場

でしっかりと議論すべきとの意見も出されたが、その上で附

帯決議を付すことの趣旨を確認したいとの質疑があり、提案

委員からは、就学前教育・保育を安定的に供給していくには、

保育園のみならず幼稚園にもしっかりと目線を向けていかな

ければならないと考えるが、全体会審査においても、給与の

公私間格差については、保育園よりも幼稚園の方が多いこと

が明らかになったことから、この課題に対し、しっかりと取

り組むべきと考えるものであるとの説明がありました。  

 

また委員からは、議案第 82号  令和２年度四日市市一般会計

予算について、使用済み紙おむつ回収事業費の全額を減額す

る修正案が提出されましたが、提案委員から、同事業に関す

る附帯決議案において、保護者のニーズの把握に係る内容が

多く含まれていることに鑑み、修正案については取り下げる

こととしたいとの申し出があり、取り下げとなりました。  

 

なお、討論・採決にあたり、理事会にて採決手順を協議し

たところ、分科会での議論の進め方を尊重する中で、使用済

み紙おむつ回収事業に係る附帯決議案、付託された議案、そ

の他２件の附帯決議案の順に討論・採決を行うことが全理事

において合意され、委員会の場で確認されたのちに、審査を

進めることといたしました。  

 

まず、使用済み紙おむつ回収事業に係る附帯決議案の討論

において、委員からは、例えば保護者のニーズが大きくない
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と判断されたときには事業の執行停止を求める内容であるが、

保護者のニーズについては園によってばらつきが出ると思わ

れる。保護者のニーズの大きさを判断することは困難であり、

附帯決議の内容として適当でないと考えることから、附帯決

議を付すことに反対するとの意見表明がありました。  

また他の委員からは、当事業がよりよいものとなるよう、

附帯決議案で求める内容において実情の把握を行うべきであ

ると考えることから附帯決議を付すことに賛成するとの意見

表明がありました。  

次に当附帯決議案の採決においては、賛成多数により、以

下のとおり附帯決議を付すことと決しました。  

附帯決議。  

当事業の予算執行前に、衛生上の観点も含めて保護者のニ

ーズを的確に捉えた上で、四日市市の施策として執行に当た

ること。また、保護者のニーズが大きくないと判断された時

には、執行を停止すること。  

 

続いて、当委員会に付託された議案の討論において、議案

第 82号令和２年度四日市市一般会計予算について、委員から

は、アセットマネジメント基金の積み立てに関し、予算につ

いては年度末に残額が生じることになると思われ、その残額

を当基金へ積み立てればよいと考えることから反対するとの

意見表明がありました。  

次に議案の採決においては、議案第 82 号  令和２年度四日

市市一般会計予算については、賛成多数により可決すべきも

のと決しました。その他、議案第 83 号令和２年度四日市市競

輪事業特別会計予算ないし議案第 94 号令和２年度四日市市桜

財産区予算、及び、議案第 125 号令和元年度四日市市一般会
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計補正予算（第７号）ないし議案第 133 号令和２年度四日市

市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の 21 議案につい

ては、いずれも別段異議なく可決すべきものと決しました。  

 

続いて、こども園整備事業費（神前地区関係部分）に係る

附帯決議案の討論において、委員からは、認定こども園整備

事業については既に進行中の事業であり、当該予算が可決さ

れたのちは、粛々と事業を進めていくべきであると考えるこ

とから、附帯決議を付すことに反対するとの意見表明があり

ました。  

次に当附帯決議案の採決においては、賛成多数により、以

下のとおり附帯決議を付すことと決しました。  

附帯決議。  

１．執行にあたっては、認定こども園整備にかかる地区住民、 

保護者の共通認識をたかめ、幼児教育を確保すること。  

２．人権教育の視点に基づいた、就学前教育・保育の継続  

的な推進をすること。  

 

続いて、保育士等人材確保事業に係る附帯決議案の討論に

おいて、委員からは、当事業は保育士等の人材確保に関する

ものであり、ここで幼稚園教諭処遇の公私間格差の是正を求

めることはそぐわないと考えるため、附帯決議を付すことに

反対するとの意見表明がありました。  

また他の委員からは、保育士等人材確保事業については、

保育士の確保を目的に処遇の改善を行うための予算であり、

幼稚園における処遇の公私間格差という内容は附帯決議とし

てはなじまないと考える。また、当委員会においては、所管

委員会等においてしっかりと議論すべきものであるとの意見
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が出されたことを踏まえると、さらに附帯決議を付す必要は

ないと考えることから反対するとの意見表明がありました。  

次に当附帯決議案の採決においては、賛成多数により、以

下のとおり附帯決議を付すことと決しました。  

附帯決議。  

次年度においては、幼稚園教諭処遇の公私間格差について

具体的な課題研究を行い、その結果を議会に報告することと

ともに、公私間格差の是正に対し前向きに取り組むこと。  

審査の経過と結果の報告は以上となります。  

 

なお、当委員会におきまして、令和元年８月定例月議会の

決算審査を経て市長に提出されました 10項目の提言に関し、

提言事項の当初予算への反映状況について確認を行いました

ことを申し添えます。  

これをもちまして予算常任委員会の審査報告といたします。 
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４．提言事項の当初予算案への反映状況について 
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